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○中嶋副主査 今日は川勝主査が少し遅れられるようなので、しばらくの間、私が進行さ

せていただきます。 

 ただいまから第 7 回第３分科会を開催いたします。委員の皆様方には大変お忙しいとこ

ろ御出席いただきましてありがとうございます。 

             （報道関係者のカメラ撮影） 

○中嶋副主査 本日は大学の学部教育のあり方と、地域に根ざした教育にかかわる御論議

をいただくことになっております。 

 学部教育につきましては前半で取り上げさせていただきまして、私自身が学部教育につ

いての説明、自分の大学のことをモデルにしながら、教養教育のあり方について説明させ

ていただくことになっております。 

前回の分科会では大学入試のあり方について御議論いただきましたが、それに引き続い

て、今回の学部教育の中でも、卒業認定の問題、出口管理の問題を含めて御議論いただき

たいと思います。 

学部教育の関連資料を事務局から配付させていただいておりますので、それを説明して

いただきまして、私自身が配付させていただく資料は後ほど、私のプレゼンテーションの

中で説明させていただきます。 

それでは事務局より、お願いいたします。 

○山中副室長 資料１「高等教育関連の論点」ということで、学部教育についての論点を

簡単にまとめたものを御説明させていただきます。 

前回、入試のところの資料にもございましたが、非常に選抜性の高い大学から、倍率が

１倍以下の大学と非常に多様化してございます。そういう中で、18 歳人口の減少と、一方

でグローバル化に伴う国際競争の激化ということがございます。 

多様な学習者に質の高い教育ということで、大学の学部レベル、世界的な研究・教育拠

点あるいは高度専門職業人材育成、幅広い職業人養成あるいは総合的な教養教育、特定の

専門分野の教育分野の教育、いろいろな大学がある状況でございます。 

そういう大学教育の中で、問題としては、学部教育の内容をどう充実するかということ

が一つあります。教育の場としての学部教育をしっかりするという意味で、内容としては、

学部教育の目標を明確化する、コアカリキュラムをつくるとか、薬学部とか、特定の資格

に結びついたところはかなりつくられている部分がありますが、あるいは教育内容という

意味で、各学部に共通の知識、外国語とか情報化という教育内容をどうやって確保するか

という点があります。 

授業の質の向上という意味で、FDと呼ばれていますが、大学関係者による教授の教育能

力を向上していくための取り組み、あるいは学生による授業評価とか、授業の質を高める

という点が共通的なものとして挙げられております。 

学部教育の高度化と申しますか、大学院に進学していく学生を一つのターゲットにして

いる大学では、学部教育はむしろ教養教育と専門基礎を重点化していく、あるいはダブル



メジャーという形で、文系・理系両方をとらせるとか、あるいは大学３年から大学院進学

を一般化させようという形での、大学院を専門教育にして、その予備教育としての学部教

育とした位置づけを展開している大学もございます。 

そういうものをひっくるめましてトータルとして、出口としての教育の質の管理をどう

するのかが大問題でございます。 

18歳年齢ですと、50％ぐらいが大学・短大に行く時代になっていますので、大学を出て

就職して社会人になるというのが半分程度の日本の若者ということになります。そこの能

力、成績の管理をどうするのか。 

この会議の中では、分野別の卒業認定試験という提言もございましたが、あるいは外部

から大学を評価していくという点での出口管理も行われているところでございます。 

そういう中で企業や社会との連携ということで、教育の内容という面では、産学連携の

プログラムとかインターンシップ、あるいは卒業という面になりますと入社試験、そのと

きにどういう人材を企業や社会が求めているのかという形での、大学の学部教育の内容と

のマッチングという点があるわけでございます。 

内容としては、学部教育の内容、いかに学部教育をしっかりするのか、あるいは授業の質

を向上させるための方策、あるいは学部教育を高度化させる意味での教養教育の重点化、

あるいは出口管理として、どういう手法が現在の大学に適しているのか、そんな点が一つ

の論点になるのではないかということで資料１を作成したところでございます。 

  これに関連するところが資料２にございますが、ごらんいただければと思います。 

○川勝主査 資料１を御説明いただきましたが、資料２を参考に学校教育のあり方について

御議論いただきたいと思います。どなたからでも御発言をお願いします。 

○中嶋副主査  私がプレゼンテーションをさせていただいて、ぜひ御議論いただきたいと

思います。 

  学部教育の推進の担当をしているものですから、若干自分の大学のPRにもなって恐縮で

すが、特に教養教育に特化した大学はどういうことをやっているかということをまず御紹

介したいと思います。 

  教育再生会議でも、これからの知的基盤社会に向けて大学院を非常に重視する。プロジ

ェクト X はそうなるわけですが、ということになりますと、学部をどうするかという問題

が非常に重要だと思います。 

  日本の場合は、90 年代の初頭に大学院重点化というものが行われて、大学院重点化とと

もに、教養教育が解体してしまいました。その結果、学部の空洞化が起こっている。現に、

大学院教授という特殊日本的な肩書があちこちで使われ始めているように、国際的通用性

を持たないんですね。このことに象徴されているように一見、形の上では大学院が重点化

されたんです。しかしながら、御案内のように、大学院教育自体が果たして国際的競争力

を持っているかという重大な問題があります。 

  特に教養を中心とすべき学部教育でほとんど教養教育が行われずに、いわば狭い意味で



の専門教育に入ってしまって、18歳、19歳、いわば教養の基礎のない者が専門の狭いとこ

ろに閉じ込められて、自分の適性もわからないまま、入試によってあるいは偏差値によっ

て仕分けされて、そのまま煙突のように上に行くのがわが国の構造です。これでは高等教

育は一体どうなるかという重大な問題がありまして、そこで、ぜひこの会議でも取り組ん

でほしいことは教養教育です。 

  教養教育の中の非常に重要な部分として外国語教育が、若干手前みそのようになります

が、そう思わずに聞いてほしいんですが、外国語教育も従来は旧制高校以来の伝統もあり

ましたし、外国語をきちんと習得すること自体が教養だったんです。一方では非常にテク

ニカルなコミュニケーション能力が養成される反面、外国語教育もどこかに消えちゃった

という悲劇的な状況がありまして、加えて日本の多くの大学生は、中学校から大学までの

10年間英語を勉強してもほとんど使えないという状況に放置されております。 

このところ、私どもの大学を初めとして、「国際教養」ということを言い始めて、それが

ある種のブームになり始めています。もちろんこれでいいかという問題はありますが。 

「国際教養」、つまりインターナショナル・リベラルアーツ、これは英語にはないと思い

ます。いわば造語だと思いますが、ここに 1枚紙の AIU のカリキュラムがございます。こ

れを見てください。 

ここに AIU カリキュラムのコアバリューとしての国際性、外国語とりわけ英語の卓越し

たコミュニケーション能力、文系・理系の双方の教養による広い深い知識、自分自身の専

門のマスター、こういうものを教養教育の枠組みに入れております。 

狭義の教養教育としては、リベラルアーツの要件がありまして、かなり共通で、ICU も

共通ですが、人文学的視点、社会科学的視点、経験的方法、量的検証、特に重視している

のがクリティカルシンキング、こういうものをBE、ベーシック・エデュケーションの基礎

にするようなカリキュラムをつくっております。 

私どもの大学の場合は TOEFL という物差しによってしょっちゅう能力別に組みかえを

しているわけですが、そこにありますように、英語集中プログラム、英語で大学の授業を

聞けるような英語力、そのツールとしてのコミュニケーション能力ということで、実践的

なコミュニケーション能力とともに、国際社会の幅広く知識を習得させる。諸科学の基礎

理論、方法論、これも今の学生は非常に弱いです。 

それらを習得させるとともに、芸術分野、美術・音楽、東北にありますから、東北文化

入門のようなこともやっておりまして、これはトップのアーティスト、バイオリンですと、

渡辺玲子さんのような世界的なバイオリニストが実際に来て、客員助教授として授業を持

っております。その間に1年間の海外留学、留学の条件としてTOEFL550 点以上を必ずク

リアするようにしておりますから、学生は非常に勉強しております。図書館も 24時間あい

ています。全員が寮で生活します。そういう状況の中で、グローバルスタディズとグロー

バルビジネスという二つの専門領域に入っていくんです。 

こういう試みをやり、同時にすべての授業を英語でやっていますから、教員の 60％以上



は外国人ですが、世界的な教員の公募をしょっちゅうやっております。 

こういう中でやってみますと、質のよい学生が集まっている。当初は秋田でそんな大学

をつくって学生が集まるかと言われましたが、おかげさまで非常に競争率が高くて、きの

うもＣ日程の、後期日程に相当するところの入試判定がありましたが、実質倍率が 12.3倍

でした。推薦入学も 5 倍強ですね。したがって、予備校がつくる難易度はかなり高くなっ

て、後で御参考までに見ていただけばわかりますが、そこに 1 枚紙がありますが、予備校

も必死になって、40 万人以上の対象者を調査しますと、国際教養大学は、例えば、Ｃ日程

の、後期日程、後期日程はどこもガラガラですが、うちは全国の大学の中でトップの偏差

値がないと入れない。 

そのほかにも、「サンデー毎日」がやっている国公立大学のボーダーライン、これを見て

おりますと、河合塾、駿台・ベネッセ、代ゼミともやっておりまして、そこに国際教養大

学が出ておりますので、後でご覧いただきたいんですが、東大の文Ⅲとほぼ匹敵するぐら

いのところに、ランキングでは来ているんです。しかし、まだ卒業生を出しておりません

から本当の評価はこれからでありまして、評価はまだまだできませんが、少なくとも東北

では、東北大学や北海道大学よりも高いレベルの学生が受験に来ております。 

最近、国際教養という大学、学部、学科名を冠している大学が急速にふえておりまして、

私どもは大学名で、国際教養大学という名前をつけたんですが、早稲田、上智、東京女学

館、獨協、富山国際、大手門学院、宮崎国際などが学部名に国際教養と、ここ 1～2年で言

い始めました。学科名に入れているところは同志社女子大、仙台白百合女子大、神戸女子

大がある。多摩大学は名称はちょっと違い、グローバルスタディーズ学科を今年の 4 月か

ら開設しました。おそらく今後かなり増えていくと思います。 

パンフレットもお配りしておりますので、後ほど見ていただきたいんですが、一つは能

力別の教育を、ほとんど日本の大学はやっていないんですね。我々は TOEFL というメジ

ャーで、当初は 7.5週ごとに組み合わせをしております。今は 15週ごとですが、英語力は

しょっちゅう変化するんですね。それによって組み合わせをして、教材を、それにふさわ

しいものをやりますし、そうしますと、例えばCNN や BBCは、今、どこのホテルでも聞

くことができますが、約３カ月やりますと学生が外国ニュースを聞けるようになります。

そこをきちんとやらないから、いつまでたっても大学生が外国ニュースを聞けないんです

が、それも自主学習センターで、文部省の現代GP をいただいて、大学のキャンパスと市内

のサテライトでやっていまして、教員も行って指導しますと、若い者はそれなりの力を持

っていまして、かなりできるんです。一回それを若いときにやってしまえば、外国のニュ

ースを聞いても一生聞き分けることができます。 

あとはボキャブラリーです。ボキャブラリーは、私自身も授業を持っていて、proliferation、

Non をつけて非拡散（nonpropliferation）ということを教える授業があれば、それでほと

んどできちゃうんですね。能力別、習熟度別の教育を大学にまで導入することは非常に重

要で効果的だということが我々の教訓です。 



教養教育が大事だというのは、アメリカの場合は、すばらしい教養のカレッジがあるん

です。我々も、秋田県にお世話になっていますから、英語名はアキタ・インターナショナ

ル・ユニバーシティです。本当はカレッジとしたかったんですが、今の日本の学校教育法

によると、カレッジは短大になるんですね。本当はユニバーシティじゃないんですよね、

単科大学は。そこをカレッジとして位置づけて、できるだけそこで教養をやって、それぞ

れが社会に出ていく、あるいは大学院に行く。 

ハーバードにしても、カリフォルニア大学バークレイ校みたいなトップのところはみん

な、すぐれたカレッジから来ていますから、そういうシステムをつくることによって、さ

らに大学院が充実するんじゃないかと考えております。 

我々のところは最新設の大学ですからそういうことができたんですが、やろうと思って

なかなかできないのがカリキュラム改革です。私どもの学校の学生たちは、自らインター

ネットでカリキュラムを調べて、うちの大学は53万円という安い授業料で 1年間海外留学

できますから、それがメリットで、そのかわり 1 年分の単位を外で取ってこさせます。約

30 単位ですが、そういうこともあまり日本ではやっていないんです。せいぜい外国へ行っ

ても英語の勉強をしてくるとか、トップの国立大学でも、12単位から多くて 18単位ぐらい

です、1年間で。うちの場合は 30単位前後取らせる。取らせる前の事前の英語教育はうち

でやりますので、そういうことをやりますと秋田でも育ってくるんです。 

大学をつくるまでほとんど金がかかっていないんですが、中身で勝負する時代に大学は

なってきている。建物だけきれいにしても学生は集まらないという状況が目に見えてきて

いるような気がいたします。 

カリキュラムですが、私は国立大学の学長をやっていて、カリキュラム改革をやろう、

あるいは英語教育の改革をやろうと思ってほとんどできなかったのは、カリキュラムの後

ろには人がついているからです。 

端的な例を出すと、関係者がいると悪いんですが、大学にはロシア語、1学年 60 人学生

がいるんです。だから 240人でしょう。大学院も入れると 300 人ぐらいのロシア語専攻者

がいるんです。ロシア語で 300 人就職なんてとてもできないわけですから、そのほかに大

阪外語があるし、上智があるし、早稲田があるし、同志社とか神戸市外大とかありますね。

そうすると、約 1,000 人ぐらいのロシア語人口が毎年世の中に出て行くんだけど、自分が

専門にしたロシア語で就職できないから、東京外大という名前で就職したり、あるいは英

語ができる人はそれで就職する。非常に挫折感を持ってしまうようなケースが多いんです

ね。学生数を減らして、教官も減らさなきゃいけない。だけど、教官を減らすとなるとも

のすごい抵抗があって、それがなかなかできない。 

それは一例ですが、多くのことを日本の大学は抱えていて、これから国立大学もそうい

う問題に当面したときに、年々、交付金が減ってきたり、競争的資金が出てくると、むし

ろ余儀なくされたカリキュラム改革と、人の貼り付けの改革をせざるを得ない。 

例えばモンゴル語はすごく必要ですから確保する必要がありますが、時代の動きに沿っ



たカリキュラム改革、あるいは時代を先取りするようなカリキュラム改革がほとんどでき

ていない。国立大学の法人化によって、組織的・制度的には大きく変わりました。しかし、

問題は授業の中身がなかなか変わっていない。 

小宮山委員なんかがここにいらっしゃるとおしかりを受けるかもしれない。もちろん変

わっているところもあるでしょうけれども、全般的にそうなんです。このごろの日本の大

学は、公立大学は78校もありますし、国立が89校、私学が400 校以上もありまして、730

もの大学をこのまま、今のような形で引きずっていいかどうかという問題があるような気

がします。 

それらのことを含めて、教養教育の中身については私ども、ICU とか上智とか APUとか、

東大の教養学部もそうですが、そういうところとしょっちゅうディスカッションをしてい

まして、ここにお配りしたのは、去年の 1 月に日本でのリベラルアーツ教育をどう広める

かというシンポジウムがありまして、国際教養大と上智と東大と早稲田と、ICU が司会を

したんですが、ここにほぼ論点が出ています。御参考にしていただければと思いますが、

そういう意味で、リベラルアーツをきちんと位置づける。そこに外国語教育をきちんと位

置づける。大学院と学部とのある種の整合性をきちんとしていくことが今後必要ではない

かと考えております。 

したがって、今日の後半の議論になると思いますが、出口管理です。私どもは入口もか

なり厳しいんですが、出口はGPA2.5以上と TOEFL600点ぐらいを目指しておりますので、

できない人たちは途中で他大学へ転校していきます。転校していく先は、いわゆる日本の

有名大学が多いんですが、統計的に見ると、TOEFLの点数が足りなくて転校していくんで

す。そういうところも厳しくしていくことによって、出口もきちんと管理できるんじゃな

いかという気がいたします。 

今の日本の大学は、ほとんど入学と同数が卒業していると思います。その辺の統計デー

タも、文科省にあれば見ていただいて、きちんとした勉強、ここでも議論になっていまし

たように、大学卒業認定試験的なものも取り入れるというような抜本的な改革が迫られる

わけで、そうでないと、日本の大学は高等教育の場ではないような意識を持っていまして、

そういう危機感の上に、私自身も毎日大学経営をやっているわけでございます。 

自分の大学の例を出して恐縮でしたが、以上をもちまして終わります。 

○川勝主査 どうもありがとうございました。資料並びに、ただいま中嶋委員から、インタ

ーナショナルリベラルアーツとしての国際教養、国際化時代に即した教養教育について御

提言がございました。これらを参考に御自由に御発言ください。 

○渡邉委員  教育再生会議というのは、現実を変える仕組みづくりをしていく会議だと思

っております。ですから、私は二つの立場として、一つは高校経営者としての立場、もう

一つは、今回460名の新卒を採用する、日本でもベスト30ぐらいになると思いますが、経

営者としての立場、この二つから、前回もお話ししましたが、今の日本の全入時代に対し

て大変強い危機感を持っております。 



  まず高校の経営者の立場からすれば、現在、私どもの 330 人の生徒は、九九ができなく

ても全部大学に入ることができます。それだけの推薦枠をいただいているわけです。 

当然、全員行きたがるわけじゃありませんし、その推薦枠が埋まるわけじゃないんです

が、大学としましてはとにかくお金が入ればいいということで、名前さえ書ければ入れる

という状況になっているわけであります。非常に強い危機感を、高校の経営者として感じ

ます。 

次に大学生を受け入れる立場としては、例えば経済学部の人間を面接しますと、新聞を

読んでいませんから、GDPがなんだとか、FTAが何だということは一切知らないというこ

とで、ほとんどの大学生が勉強を全くしていないということで、大学だけは出てくる。こ

の入口と出口の管理をしない限り、日本という国は滅びるだろうと感じています。 

私が仕組みとして提案したいことは、前回お話があったということですが、高校卒業認

定と大学卒業認定を、共通一次ないし共通二次という名前でやるのかわかりませんが、教

育指導要領にのっとって、最低限ここだけは分かっていないと高校を卒業させてあげない

し、今溢れてくる推薦に受からない、推薦を出しちゃだめだという仕組みと、大学を出る

に当たって最低限この学力、例えば語学力、思考力がないと大学卒業とは認めないという、

入口と出口の管理をやることが必ず必要だと思います。 

もう一つ感じますのは、中嶋委員がおっしゃった大学の中身のことですが、評価制度が

さまざまな形で今、導入されているわけですが、この評価制度を明確にして、私は中学・

高校の経営者としてお話をしますが、ともかく評価されて、評価に値するところに助成金

をいっぱい出す、国が応援する、どこでもかしこでも平均的に助成金を出さない、そこに

おいての競争原理をしっかり働かせるということで、入口・出口を管理し、中身を助成金

で管理する、この二つの仕組みによって、日本の大学教育は守られるのではなかろうかと、

実感として感じています。 

教育再生会議は、先ほども言いましたように、現実を変える仕組みづくりが大事だと思

っていますので、そのことを提案させていただきたいと思います。 

○中嶋副主査  全く賛成ですね。 

○渡邉委員  ありがとうございます。 

○白石委員  私の立場は、これから子供が大学に入るということと、日ごろ学生と接して

いるという二つの立場からお話しさせていただけると思いますが、現在、日本の４年生大

学だけでも 760 近くあって、この中から将来的には人口減少時代でありますから幾つかつ

ぶれるところは出てくるかもしれません。 それだけたくさんの大学があって、今ある大学

がそれぞれ生き残りをかけて、国内外からいろいろな人たちを集めて、大学の知的資源を

活用していくということが理想的ではないかと思います。そのためにも、国内外から人を

集められる魅力ある大学として個々が存在するようにならねばなりません。まず大事なこ

とは先生も生徒も多様化して切磋琢磨できる環境があることや、今、渡邉委員がおっしゃ

った、教育や研究の質の保障がきちんとできているということです。これは非常に大事だ



と思います。そういう観点から考えれば、入試のあり方もやはり変えていく必要があるの

ではないかと思います。 

  今の大学センター試験を受けて、一つだけ受験できる仕組みから、アメリカのように幾

つもの国公立大学にアプライできる方法論があれば、生徒も、よりたくさんの選択肢の中

から選べると思います。入学する時期においても、中嶋委員の御持論のように、9月に設定

することによって、海外からも人を集めてくるようにできると思います。 

 AO入試とかいろんな入試方法がありますが、確かにそれによって幅広い間口から人は採

れるんですが、それが必ずしも学力向上につながらないということがあるのなら、入口を

多様化する一方、出口で厳格なチェックをしていく仕組みが必要だと思います。 

 学部教育の質のことを申し上げれば、ファカルティ・ディロップメント（FD）なども、

専門家を入れない中で、学内の教員同士が検討していることも多く、既定路線での意見し

か出て来ないわけですから、全国の 75％の大学が FD を実施したとしても、果たしてその

実効性やいかにということでございます。授業評価のあり方などでも、声が大きいかとか、

板書がわかりやすいかとか、学生の質問にきちんと答えたかという10数項目で学生に答え

させて、授業評価が果たして次の年度の授業に生かされたかどうかというチェックは全く

ないわけです。FDや学生による授業評価が果たして実効性を保たれているのかどうかを検

証していく必要がありますし、現状でどのように取り組んでいるのかという資料があった

ら、ぜひ次回、提供をお願いしたいと思います。 

  大学の位置づけについても、研究と教育は表裏一体だと思いますが、これだけたくさん

の大学の中に、すべて二つの機能を備えていくのは非効率ではないか。あるところは研究

大学、他のところは教育大学と、ある種カラーを明確にして活動していく必要もあるので

はないかと思います。大学の位置づけ、特色化についてもぜひ議論をさせていただければ

と思います。 

他流試合という観点からは、アジアの大学とかヨーロッパ・アメリカの大学と単位互換

をすれば、海外の大学で 2 年間学んだ外国人が、日本で経験を積んで日本語を勉強したい

という目的を持って 3～4年生で日本の大学に来たり、日本の学生にとっても他流試合がで

きる環境ができると思います。単位互換ができるようにするには、日本では相当の準備が

必要だと思いますし、英語で授業が聞けてプレゼンテーションが行えるまでの英語力がな

ければ難しいと思いますが、他流試合ができる環境をつくっていく必要があると思います。 

最後に 1 点ですが、予算のあり方も今、国公立には手厚く、私学には薄いという教育予

算と研究予算の配分のあり方も見直していって、さらに競争的なものにしていく必要があ

るのではないかと思います。基本的には国公立を問わず、研究についてはきちんと成果を

見るとともに、教育資金については学生数や教育内容にに応じた配分をしていく、イコー

ルフッティングが大事ではないかと思います。 

こういうふうに言うとリベラルアーツ部門をないがしろにするというふうに聞こえるん

ですが、 きちんとリベラルアーツもやりつつ、研究で成果を上げているところにはたくさ



ん配分するというような、競争的資金の使い方についてもきちんと検討していく必要があ

りますし、今出されている競争的資金の事後チェック、巨額の税金が使われているわけで

すから、この成果を厳密に評価していく仕組みも必要ですし、競争的資金の審査体制につ

いてもまだまだブラックボックスなので、旧帝大の人たちが審査しているというようなこ

とが一部言われておりますが、これについても現行がどうなっているのかというようなこ

とを御説明いただいた上で資料を出していただければと思います。 

○川勝主査  ありがとうございました。大学にかかわる議論は専門的になりがちですが、

昔とちがってだれもが大学に行ける大学全入時代になっており、どのような御議論でも歓

迎です。 

○小野委員  大学が７00 幾つもあって、日本としては数が多すぎると思います。私学もも

ちろんあるんですが、私は前にも提案申し上げましたが、大学を卒業した時点で、例えば

法学部なら一定の、これくらいの学力はあるはずだという試験を、官民一緒にやるような

形でもいいと思いますが、試験制度をつくって、標準的な大学卒業程度認定試験のような

ものをつくるべきではないかと思っております。 

  その理由は何かというと、私学や国立も頑張って勉強しなかった人を落第させればいい

という意見ももちろんあり得るんですが、あまり勉強していない学生をどんどん落として

しまうのも、私学にとっては経営上の問題も出てくると思います。大卒という資格は、各

私学や国立が認定するシステムですが、実際には標準的な学力があるかどうかを、TOEFL

のような別の試験でやって一定の評価をすることがいいのではないかと思います。 

  学校教育法でも学長に卒業認定権があるわけでございます。それを奪ってしまうのは、

今の日本の社会では難しいと思うものですから、出口のところでしっかり管理して、一定

の標準試験に受かった方は標準的な大卒合格者と位置づけるのがどうかと思っています。 

今日の資料にもございましたが、JABEEという、大学が集まって技術者教育の認定をし

ている仕組みがあるんです。自分たちの仲間内で、申請に基づいて JABEE が技術者教育プ

ログラムの認定を行うシステムが一応あるんですが、仲間内でやるというよりも第三者が

きちんと評価をして、大卒程度の学力なり能力があることを証明するのがいいのではない

かと思っております。 

TOEFLも、大学や高校と離れて別途英語のテストをやるということで世界的に評価され

ているものですから、そういう制度をぜひ導入して、一定の出口を保証することをしない

と、日本のシステムが本当におかしくなってしまうおそれがあると思います。 

18歳人口が来年ぐらいに124万になって、あとは大体 120万人で推移するわけでござい

ます。これは明らかに入口のキャパシティと18歳人口との差がかなりあるので、一般的な

学力低下は避けられないと思いますので、客観的な尺度によって、ある程度しっかりと出

口を管理し保障していくシステムをつくるべきではないかと思います。 

競争的資金ですが、私どもの日本学術振興会は科学研究費という競争的資金を配分して

いる団体でございますが、かなり審査体制も改善をしてきております。いままで学術会議



が推薦したメンバーによって審査するということで、一部には有名な教授とか、その系列

の方しか科研費を受けられないのではないかとの批判があったのですが、ここ 3 年ぐらい

大幅な改革をいたしておりまして、できるだけ客観的に、何人かの目でちゃんとペーパー

レフェリーを置いて、しかも、特定の大学に偏らないようにしておりますし、私学も多く

取り入れておりまして、かなり競争的資金の科研費については改善をしてきています。そ

れでも、全体の額がまだ少ないということもございましてまだまだ批判はあるわけでござ

います。一方で競争的資金をしっかり大学に差し上げるとともに、ベーシックな光熱水費

とか運営費とか、運営費交付金のようなものでございますが、そういったものも大学にし

っかり支援をしていかないと、現実には立ち行かないことも事実でございます。 

東大とか京大の科研費が多いんじゃないかという意見もあります。実態も確かに多いん

ですが、研究で頑張っているところがある程度競争的資金を獲得するのはやむを得ないの

でございますが、少なくとも大学教育と言うからには、国公私を通じてベーシックなお金

をきちんと支給していく制度も必要ではなかろうかと思っております。 

運営費交付金について、国立大学法人ができて、第２期にまもなく入るわけですが、第

２期の時点で、どういう形で運営費交付金を支給していくのか、当然、この再生会議でも

議論していくことが必要ではないかと思っています。 

以上 2点でございます。 

○白石委員  競争的資金の審査一件当たりの時間が、審査員の人数が少ないので、深いと

ころまで見られない。あるいは、どの先生に審査してほしいということも書けるというこ

とを聞いたことがあるんですが、一人当たりの審査件数は相当多くないですか。 

○小野委員  多いです。私ども学術振興会も独立行政法人ですから、人件費が－1％ずっと

抑えられているので、パートタイマーで各大学の研究者の方に協力いただいているんです

が、最近減らしてきて、それでも一人で多い場合 200 件ぐらいは審査をしています。そう

いう意味ではまだ多いことは多いんですが、コストパフォーマンスの問題もございまして、

我々学術振興会としては、できるだけ少ない経費で、国からいただいたお金を最大限研究

者に差し上げる努力をしておりますので、一遍に審査員をふやすのは難しいんですが、客

観的公平に、システムとしてはかなり努力していることも事実です。 

○川勝主査  大学教育の中身の話について中嶋委員からありましたが、教養の低下という

問題があります。 

  大学では、つい最近までは、1・2年生は教養科目、3・4年生から専門科目でしたが、今

は 2 年生、あるいは 1 年生から専門科目を学ぶようになって、教養科目にしわ寄せが来て

います。 

  そうなった一つの背景は、大学で学ぶ教養科目が高校の内容とあまり変わらないという

批判があり、専門を早い年次から教えようということになったかと存じます。 

  高校には、中卒者のほぼ全員が進学していますが、高校で、大学での旧来の教養を教え

ることができるという面もあります。 



  一方、これからの大学における教養は、大学が国際競争に直面しているので、その教養

はいわゆる「国際教養」がふさわしい。「国際教養」というのは日本独自の呼称と中嶋委員

がいわれましたが、たしかにインターナショナルリベラルアーツと英語で言ってもよくわ

からないのですが、リベラルアーツを世界的視野から、あるいは外国人の先生から教えて

いただくということで、高校で習う教養科目と一味違う、それが秋田国際教養大学（AIU）

の場合、偏差値のグラフがありますが、AIUは 90点、これはトップクラスで、東北大学を

抜いている。受験生の期待が高いということです。 

  大学の卒業認定と、高校の卒業認定の話が出ています。大学の卒業認定については、各

学部で単位を取った上で、さらに学部横断的な試験をするのは、現実的には大変難しいと

思います。渡邉委員から、高校の卒業認定もきちんとしなければいけない、簡単に大学に

入れるので、高校卒業レベルの学力を持っているのかどうかが怪しく、それも合わせて認

定しなくてはいけないという意見がでています。 

  高校の卒業認定については、大学検定があり、それは主に不登校生が対象ですが、大学

に入れる資格を与える検定で、それを活用できますね。 

  大学で、仮にインターナショナルリベラルアーツを必須科目にしていくことになれば、

TOEFLも合わせて課すことも考えられます。 

  ともあれ、大学全入時代になり、望む人はだれでも高等教育を受けられるというのは戦

後日本がめざしたことなので、一面ではめでたいことです。一方、たくさんの大学ができ

すぎてレベルが落ち、そのために高校の卒業レベルを満たしているかどうかもわからない

ところがありますから、卒業認定は、大学でするより、むしろ高校でするのが現実的では

ないかと思います。 

  高卒認定ですが、高校３年間の課程を修めたのと、高卒認定試験を、高校生であること

を受験資格とし、高校 1 年生から大学入学資格を得られるわけですね。認定試験を、高校

２年生あたりから受けて、それで卒業認定を与えるということも考えられます。 

  論点は、6・3・3・4制の、後半の 3と 4です。 4のところは、先に、大学 3年目から大

学院に入ってもいいという話がありました。4でなくてもいい。高校３年も、すべての者に

3年間の学習を課すのか、あるいは基盤教養を認定する国家的、全国レベルの準公共的試験

に合格すれば、それでリベラルアーツはマスターしたものとして高卒資格を与え、かつ大

学に入学できるとなれば、高校の 3を流動的にする話につながると思います。 

  つまり 6・3・3・4制の、後半の 3と 4の接続をどうするかという点、これは大学入試の

問題です。同時に、3と 4の中身をどう認定するかという問題でもあります。高卒の実力を

認定するのは、比較的実現可能です。 

  大学における卒業の認定は言うは易く、科目ごとにやるなら別ですが、文学部と理学部

で同じような検定試験をどうするというのはなかなか難しい問題があると思います。高校

卒業認定ならできると思います。 

  いずれにせよ、6・3・3・4 の後半の 3・4 を柔軟に運用するという方向性になっていく



ということでしょう。 

○品川委員  私も基本的に入口と出口をしっかりすることがすごく大事だと思っておりま

す。ですので大学入試制度、つまりセンター試験そのものをやるのかやらないのかという

ところからぜひ検討していただきたいと存じます。これまで私が取材してまいりましたよ

うないろいろな課題、たとえば不登校になったり、心の問題を抱えたり、あるいは反社会

的行為を繰り返すようなを子供たちが全く学校にいっておりませんと、通信制・単位制の

学校にもなじまずセンター試験もあきらめてしまうんですね。小学校からずっと不登校だ

ったような子供のなかには大学どころか自分にできることなんか何もないと思っている子

も確かにいて10代半ばで人生に絶望してしまっております。高校に行かなくても高卒とし

て認めらるような試験があれば、こういった子どもたちへのセイフティネットになるので

はと考えます。できる子は 1 年生だろうが受けられて先に進められてもいいのかもしれま

せんが。いずれにしてもそういった試験の存在もどこまで現場の先生が、それも中学校な

どの先生が知っているのかも問題だ。大学だけでなく高校についても検討していただけれ

ばとぞんじます。 

○山中副室長  昔の大検に代わる試験で、高校卒業程度試験というのがありまして、16 歳

から受けられます。 

  同時に、大学に入学できる年齢は今、17歳からということになっていますので、17歳に

なれば大学の入試を受けることは可能ですが、受け入れる大学側が、それぞれ、何歳の子

供から受け入れるかということを決めています。 

  ただ、17歳からの学生も受け入れるとして、入試の仕組みを決めている大学は、10校に

満たない状況です。千葉大学が初めにやりまして、名城大学もやりましたり、幾つかの大

学がやっていますが、今、7校か 8校ぐらいしかやっていません。大学の判断でできるんで

すが、大学が17歳からの入学を採用していないということです。 

○川勝主査  品川委員も私も学校関係者ですが、そういう制度については、ただ今、御説

明を受けるまで正確に知らなすぎたということがあります。制度があっても、それが活用

できないようでは、制度が無いのと変わりません。 

  しかも、大学の大半が高卒認定試験合格者に受験資格を与えないのは問題です。それを

どう打破したらいいのかも含めてご発言いただければありがたいのですが。 

○山中副室長  大学の数は、国公私を合わせると 744、短大が 469。平成 18年の 5月です

から、またちょっと変わってくると思いますが。 

○品川委員  川勝委員がおっしゃったように、高校の先生もどこまでそのことを御存知な

のでしょうか。 

○山中副室長  皆さん御存じだと思います。 

○品川委員  全員がご存知なのでしょうか？ それはどうも私が取材して知りえる現状と

少し開きがあるような気がしております。もしかしましたら、進路変更の名のもと、ご存

知でも生徒に教えないというかしっかり子供がわかるように伝えておられないような現実



もあるのではございませんでしょうか？ 

  少なくとも私が知る限り、高校不登校の子供や保護者のなかには高３まで待って、それ

から受けると思っている子も多いですし、小学校から不登校で高校進学も難しいというよ

うな子どもやあるいは親のリストラ等で辞めざるを得なかったような子供たちのなかには

ふたことめには「自分は中卒だから就職もできない」と言ったりもします。私が取材する

かぎりでは高校の先生方の多くは不登校等による退学も含め、彼らがいうところの「進路

変更」の子供たちは義務教育ではないのだからしょうがないとどこかで思っているように

感じております。進路変更という、教師側にとって便利な言葉がその象徴のようにも常々

感じております。また、そういう情報は実際に出ているんでしょうけれども、文部科学省

と現場の教育委員会や先生方が知っている知識にものすごく差があるとも感じております。

そもそも中学校の教師が子供たちに正しく情報提供しているのかどうかも疑問です。大検

がまだ続いていると考えている先生は少なくないというのが私の実感でございます。 

  今のお話ですが、本当にすべての高校の先生方に通っているのであれば、受験者数は非

常に多いと考えてよろしいのでしょうか？少年院の子どもたちを取材しておりましても

NHKの通信制高校の話は出てまいりますが・・・。 

○小野委員  今の高卒認定はかなり受験者がありますから、かなり知られている。不登校

の子供たちが学校に行かなくても大学への道が開ける、それはある程度知られていると思

います。 

○川勝主査  不登校の子のためにあるということですか。 

○小野委員  不登校以外にもありますが。 

○山中副室長  一般の高校に在学している子も受けられます。 

○義家委員  高校卒業程度認定試験に変わって、いままでの大検は在学中には受けられな

かったんですね。受ける場合は中退してから受けなければいけなかったんですが、受験機

会も年間 2 回にふえて、在学中にできる制度に変わったわけです。中退するときの一つの

選択肢として話すし、高校の教員は全員知っています。 

  私も毎回、試験問題を解くわけですが、内容としてはそれほど難解ではなく、合否のボ

ーダーラインも平均点を基準にして出すわけです。結構安易にとれますが、一方で不登校

の子の場合は、中学校の頃から不登校になっている子も多いので、受けても、前の基礎学

力がないので受からないので、大体通信制サポート校に流れていくのが現実です。 

私の知っている、ある優秀な生徒ですが、私は危険だなと思ったんですが、普通の学校

に入って、秋にこの認定試験に合格したんです。そのまま、これは親の方針でもあったん

ですが、外国に留学させて、帰国子女で日本に帰って来た。この方が受験は簡単だという

形で、とある大学に入ったわけですが、ここで、争点になるのは、高校が、大学までの単

なる予備校なのか、それとも教育現場なのかということ。 

私は生徒に認定試験を受けることを安易に進めませんでした。おまえは未熟だから、試

験だけ受かって、勉強さえできて、大学に行けばいいというレベルではないと、親も含め



て、そういう指導をずっとし続けてきたんです。 

極端に言えば、勉強さえできれば大学に行っていいと言ったら、いま議論している初等・

中等教育の「徳」の部分の育っていない子が平気で大学に行き、社会に出て行くわけです

から、知・徳・体のすべてを満たすことはできない。その意味では、自分自身は、不登校

生のバイパスとしての制度としてはありだろうなと思いますが、これを一般化させて、今

の日本の 15 歳から 18 歳の子供たちに当てはめることが本当に現実的なのかどうかという

ところは考えなければ、ある意味で青白き秀才だけがどんどん行くという方向になりかね

ないと思います。 

皆さんが思っている以上に、今の高校生は幼いです。勉強は、できる子はできます。で

きない子は全くできませんが、トータルで考えて非常に幼く、たくましさがない実感があ

ります。その意味では、現在の状態で、一部の飛び級、すごく能力のある人間が行くのは

いいですが、これを一般化して門戸を開くことが果たしてどうなのかという問題について

は、今の 15 歳から 18 歳をもう一度しっかりと見つめるべきであろうかなと私自身は思い

ます。 

生徒の質、大学生の質だけが議論されますが、一方で、大学の授業のクオリティという

のはいかがなものかということも私自身感じています。 

現実に今、大学で授業をしていますが、生徒のレベルに授業の内容を合わせると、かな

り低い概論、概論の前の概論みたいな授業も平然と行われていて、あまり勉強しなくても

単位が取れてしまうのが実情です。 

文系の場合はレポートを課す教科が結構多いですから、どんどんクオリティが落ちてい

く。インターネットからベースとしてレポートを作成、なんて言う生徒もいる。突き詰め

ていくと、私自身の感覚ですから、皆さんの感覚とは少し違うのかもしれませんが、昔の

大学が今の大学院なのかな、昔の高校が今の大学なのかなと、生徒の幼さの現状と、今の

大学のクオリティを考えたときに、そういう感じを今すごく抱いています。今後の社会も

そういう見方になっていくのかなと。後期中等教育、大学の授業に携わっている人間とし

て、それはすごく実感します。 

安易に、勉強ができれば行くというのは非常に心配ですし、一方で、大学のクオリティ

の検証、一部の東京大学とか国際教養大学のクオリティと、一方で、生徒たちが安易に入

って行ける大学のクオリティは全く違うわけですから、その辺も分けて議論する意味では、

先ほどの、研究系の大学なのか教育系の大学なのかということの精査もする必要があるだ

ろうなと強く感じます。 

AO入試は生徒が勝手に受けていいんです。担任の許可は要らないんです。だから、知ら

ない間に受けて、知らない間に内定が出ているわけです。そうすると、内定の報告だけも

らったときに、この子は基礎学力が全くないのにどうやって大学を卒業するんだろうと思

うと、私が担任した生徒が、今年 3月に卒業したんですが、ほとんど卒業したんですよね。

私が追試を何度もやっている生徒がほとんど大学を卒業しているという現状、もちろん相



当な努力もしたのですが、ある意味では高校の試験よりも大学の試験の方が楽という現状

さえ現実にはあるわけです。その辺についてはどういう線を示すのかすごく難しいですよ

ね。大学のレベルはこう、授業のレベルはこうという学習指導要領みたいな形で出すのは

すごく難しいですから、そういう意味では、突き詰めれば、大学院が昔の大学の感覚にな

っていかざるを得ない時代なのかなと、私自身は実感として持っています。 

○海老名委員 私は全く学校教育を受けていないものですから。ただ、若者たちを預かっ

ておりまして、今年も、今日卒業式の一流大学の学生が半年ほど前からうちに来ておりま

す。その子の様子を見ておりますととても教養がないんです。びっくりするほど。昔の新

制中学を出てきた子供より劣ります。大学を出ていながらですよね。 

 まず言葉づかい、礼儀作法、全くなっていません。非常識を通り越しています。それで

いて落ちこぼれじゃないんですよ。きちんとした子たちなんですが、一緒に生活してみま

すと全く落ちるんです。こういう子供たちが何で大学の勉強をしなくちゃならないんだろ

うかと思います。義務教育を受けて、好きな道に入れた方がよっぽどいいと思います。 

 なぜ、受け入れる側が取るのか。ただ筆記だけの勉強で採るんでしょうか、大学が。今

日卒業式で行っている学校ですから一流でございます。その学校を出る子が全くなってい

ません。正座もできないんです。本当に驚くほどでございますよ。 

 今、３人若者を抱えましたが、びっくりします。一から教えるのが大変でございます。

学校で普通の教育、礼儀作法も教えないんですから、勉強どころじゃないと思いました。

国際教養とかいろいろとございますが、その以前に、普通の教養、教育、礼儀作法をきち

んと教えてもらわなかったら、何でこれからの子供たちが育つでしょう。そう思いました。 

 入口から簡単に出て卒業生になるんですから、これも不思議でございます。もっときち

んとした入口をつくって、キチッと受け入れて、きちんと教育を受けさせて卒業させてや

ってほしいなと思います。なっていません、今の学生さん。身近に一緒に暮らしてくださ

い。本当になっておりません。ただ昼間だけじゃないです。寝起きを一緒にしてみてくだ

さい。もう全く違います。 

 昔の中学生が今の高校生以下でございますよ。そんなふうに感じます。 

○川勝主査 昔、下宿先のおばあちゃんにそう言われたのを思い出しました。 

○池田座長代理 皆さんのお話を聞いていて感じたことですが、今朝、私が理事長を務め

る幼稚園の卒園式であいさつをしてまいりまして、ほとんど３年保育の子供たちが中心だ

ったものですから、３年間よくぞここまで成長したという思いであいさつをしてきたわけ

ですが、これが出発点なんですよね。 

 私どもは初等教育から始まって大学教育、6・3・3・4ということで 16年になりますが、

現実は 3年保育を入れますと 19年間の教育が、大変厳しい家計の出費の中で、あるいは国

も大変大きな経費を一人ひとりにかけて行われているわけですね。今日のこのような姿を

見ておりますと、それぞれに問題があるのは事実ですが、6・3・3・4制、またプロジェク

ト X はこれからまたいろいろ御議論をいただくわけですが、こうした制度そのものは機能



していないような気がするわけです。 

  もう一度、出発点の3年保育を入れて 19年間の全体の教育のあるべき姿を検討して提言

をする必要もあるのではないか。根源にかかわるような話でありますが、今朝子供たちを

見ておりまして、そういう印象を強く持ちました。この子たちが大学を卒業していくまで

に、3年保育ですから、あと 16 年間、家族の大変な努力と国の経費がかかるわけです。そ

れが今、海老名委員がおっしゃるような大学生を卒業させるという形になりますと、暗澹

たる思いにならざるを得ませんので、基本的な 19年間にわたる教育全体を見直す必要もあ

るのではということを強く感じさせられております。 

○品川委員  17 歳で大学を受けられるのであるならば、せめてもっと多くの、できればす

べての大学が17歳を受け入れるようにしなければ、いくら高校のところを変えてもあんま

り実態に即していないというか、意味がないのかなということを感じております。 

  義家先生はすべての高校の教員が知っていると強くおっしゃいましたが、私が取材する

子どもたちはよく知らない子が少なくないんですね。積極的に不登校という生き方を選ぶ

子どもはいいのですが、行きたくても行けなくなって不登校になったという子は非常にセ

ルフ・エスティームが低く、自分のことをだめ人間だと思っている傾向が強いように感じ

ます。本人自身が失敗体験と考えればやはり傷は深い。履歴書に高卒と書けるかどうかの

違いは大きいのです。もしかしたら先生はご存知でも、それを子供たちに伝えていない現

実が一部にはあるのではないでしょうか。 

  中学から不登校、あるいは小学校から不登校だったりしますと、自己否定の強い子ども

は少なくなく、自分で自分の将来を限定してしまいます。何も見えないという現実が今あ

りまして、でもその現実に対して、自分で頑張って独学で勉強してその試験を受けて、17

歳で受かれば東大にでも海外の大学にでもいけるし、就職だってできるということが連綿

と続いていて、それがちゃんと情報として伝わっておりましたら、違った広がりがあるの

かなと思います。単位制の高校にも通えないとか、引きっもったりする子どもたちが非常

に閉塞した中で踏ん張っているという、しんどい現実があるなと思っていまして、それを

ちゃんとことはぜひご理解賜りたい。高校に通うことが前提でしょうが、それでも、ここ

ではセイフティネットとしての高卒認定試験の可能性を申し上げたいと思います。 

  大学教育を変えていくことは、小・中学校を変えていく意味ですごく大きい影響がある

と存じます。いくら小学校でゆとり教育と言っても、受験がある以上ゆとりは広がりませ

ん。ご存知のように大学の受験は最終目的にあるわけですから。でもだからこそ、大学の

入口と同時に、出口の部分をどうしていくかというのはすごく大事なことだと考えます。 

  ただ中身については、いろいろな大学があっていいと私は思っております。少子化にむ

けて、これからこれだけある大学がどんどん淘汰されていくという時期に、大学が持って

いる、よく言えば個性、研究機関としての個性と同時に、就職予備校化している大学も実

際にあるわけですから、そこもどうやっていくのか。一緒には語るべきではないのかなあ

と思っておりまして、各大学が己のカラーをどうしていくのかがすごく大事なだと思って



います。 

  と同時に、先ほど白石委員がおっしゃっておられた予算の部分がすごく大きくて、研究

費がどうしても旧帝大に集中している現実がございます。成果ベースでもう少し評価をし

ていただければすごく変わってくるのかなということを存じます。 

○川勝主査  第１次中間報告で、子供たち全員の人間力を上げていくために「社会総がか

り」で、親学も含め、小学校・中学校の公教育についてはしっかり土台をつくっていくこ

と、これは共通認識です。 

  高校については、大学入試がからんできます。本当に大学に入る資格がある青年たちか

どうかが問われているということですね。 

  昔の大検、今日の高卒認定試験が制度的にはあっても、それ自体に問題がある。やさし

いし、大学も受験資格を認めない。また、義家委員の言われるように、知育・徳育・体育、

さらに情操教育も含めた全体力を試すべき試験なのかもしれません。現行の試験が十分に

活用されていないということと同時に、現行の試験にも問題がある。大学に入るにふさわ

しい青年をどう判定するかといえば、人間力をつけるのが大事で、小谷委員などは、体育

で人間力の涵養ができるともおっしゃっているので、単なる筆記試験でいいということで

ないかもしれません。 

  受験資格の中に、ボランタリーをやっているとか、体力もあるとか、幾つか加味されな

くてはならないかもしれません。いずれにしても、高卒認定の方法はいろいろあると思い

ますが、認定が必要だということについての共通理解ができたのではないでしょうか。 

  一方、大学の質も問われています。中嶋先生は、AIU の先生は 6割が外国人だとおっし

ゃった。全部公募でしょう。 

○中嶋副主査  はい。 

○川勝主査  公募で競争採用ですね。全国の大学教員は玉石混淆です。玉石混淆というこ

とは石が多いということです。それを評価する制度がありません。自分の弟子だから採る

とか、わけのわからない形で先生になる方も多々いらっしゃる。大学の教師の質、大学教

育が問われています。 

  大学は教育と研究があります。大学は、教科書を書く人たちがいるところです。高校、

中学、小学校の先生の使っていらっしゃる教科書は、大学の先生が書かれたものですね。

大学とは、文化をつくっていく面がありますので、教育と研究は不可分なところがありま

す。高等研究では国際競争に直面しており、まさにプロジェクト X にかかわる問題です。

きょうの議論は、高校と大学との接続について考え直さないといけないということで共通

認識ができたと思います。 

  大学と大学院、あるいは大学それ自体の教育内容については基本的にはインターナショ

ナルといいますか、リベラルアーツが成功している事例にかんがみて、国際化しなければ

ならない。従来の教養はむしろ高校にまでおろしていくことができるということではない

かという感想も持ちました。 



○山谷総理補佐官  教養教育については、川勝先生がおっしゃったように、以前は 2 年教

養、2年専門という構成だったんですが、資料２の 23ページの大学設置基準新旧対照表に

あるように、以前は 20条で、一般教養科目については、人文、社会、自然の 3分野にわた

って開設、あるいは外国語は 2科目以上とか、そういう規定があったんです。 

ところが、平成３年の改正でそれらが全部削除されまして、教育課程の授業科目は、必修

科目、選択科目、自由科目に分けて、各年次に配置となった。これは、大学の自治を尊重

して、高校の繰り返しをやることもないという発想からの大綱化であると思いますが、果

たして大綱化されて良くなったのか、総合的なものがめちゃくちゃになってしまったのか、

現場はどういうふうに捉えていらっしゃいますか。 

○中嶋副主査  だめになったんですね。ゆとり教育の見直しと同じように、大綱化という

のは、文部科学省なり中教審なりあるいは我々自身が、よかったのかという検証が本当に

必要だと思います。それがいまだにやられていない。 

  今、山谷補佐官からご指摘いただいたんだけれども、現場の大学の先生も、法律の改正

についてはほとんど意識がないまま、実際には分属化されて、外国の先生なんかすごく悲

劇ですよね。みんな工学部とかに分けられたりして。そんなこともありますが、ここが一

番ポイントですね。 

○川勝主査  学部教育の議論から始めたのですが、高校と大学との接続、この辺に議論が

集中しており、今日の議論を踏まえて論点を整理して、4月に検討させていただくというこ

とで、今回、これについて初めて議論したものですからお許しいただいて、これでとりあ

えず閉じたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

○中嶋副主査  今の皆さんの議論は非常に大事だと思いますが、高校自身がまともに高校

教育さえもやらなくて非常に問題が多くなっているという問題と、逆に、いい学生を飛び

級のような形で大学に入れるというところは論理が矛盾していますよね。そこをどういう

ふうに成功させるかを考えないと、むしろ安易に、ろくに勉強しない者が大学生になると

いう、義家委員の言った現実を助長することになってはいけないし。 

  渡邉委員と白石委員はかなり根本的なところを言っていただいたので、教育再生会議は

仕組みを提言することに意味がありますよね。大きな仕組みをきちんと提言するという、

さっきの高校卒業の認定とか、大学卒業認定とか、そこが大事だということはかなりコン

センサスがあったと思います。 

  もう一つは白石委員がおっしゃったことですが、僕のように国立大学にずっと籍を置い

ていますと、文部科学省から見ると、国立大学が圧倒的に優先です。科研費も、最近はど

うか知らないけど昔はそうだった。 

  僕も審査委員をやったことがあるけど、短期間でパーッと見るわけだから、本当に公平

な審査が行われているかどうか。 小野委員がおっしゃったように、最近は違うかもしれま

せんが。  

○小野委員  絶対にそんなことありません。私学の方もたくさん科研費をとっています。。



データで示しましょうか。 

○中嶋副主査  そこをちゃんと情報公開してほしいんです。 

○小野委員  データで示しても構いません。 

○川勝主査  教育や学問は政治の奴隷であってはならない。例えば私学の場合には、今で

こそどこも科学研究費をとるように奨励していますが、それとは反対に、文部科学省に頭

を下げないで、学生の授業料でできる限りのことはやる、科研費は申請しないという自立

の精神もある。 

  科研費をとること自体が研究目的になったりしているという本末転倒なことも起こって

いまして、競争資金も、お金を取るための競争みたいになって、本当の研究のためなのか

どうかということも根本的な問題としてあるということは申し上げておきたい。 

○白石委員  私学で授業料を上げて潤沢にお金が入ってきたら助成金を減らされる仕組み

になっていますか。 

○小野委員  そうはなってないんじゃないですか。 

○白石委員  私学が努力すれば、それに応じて資金が配分されるようにした方がいいと思

いますが、そこの仕組みがどうなっているかも次回、ぜひ教えてください。 

○山中副室長  関連資料をご用意したいと思います。 

○中嶋副主査  経済財政諮問会議で新しい提言を出しましたよね。それと、我々の議論し

ている方向とどういうふうに考えるかということも大きな課題ですね。 

  あれに対しては、もちろん文部科学省は強く反発していると思うけれども、そこの問題

をどういうふうに、再生会議として受けとめていくかということも。 

○小野委員  再生会議としてしっかり意見を言っていかなきゃいけないと思います。経済

財政諮問会議だけの意見じゃいけないと思います。 

○川勝主査  国立の研究機関は、国の税金を投入していただく以外に研究はできないわけ

です。それを半分ぐらい競争的資金にしろという、あの会議の意見はちょっとむちゃだと

思いました。 

○小野委員  教育再生会議としての立場で意見を申し上げればいいと思います。 

○川勝主査  もう一つ議題がありまして、地域に根ざした教育というのがございます。こ

ちらの方に移ってよろしいですか。 

  「ふるさと学」を活用した新しい教材開発について、資料３をごらんください。私の方

から説明させていただきたきます。 

  「地域の活力なくして国の活力はありません。魅力ある地方に生まれ変わるよう、必要

となる整備を含め地方分権を進めます」、これは安倍首相の所信表明演説の一部です。 

「地方の活力なくして国の活力はありません。国が地方のやることを考え、押しつける

という、戦後続いてきたやり方はもはや捨て去るべきだと考えます」と、安倍総理は施政

方針演説でも同じことを強調されている。いかにこの点について重視されているかという

ことです。 



12 月に成立した改正教育基本法に、教育の目標として「生命を尊び、自然を大切にし、

環境の保全に寄与する態度を養うこと、伝統と文化を尊重し、それらを育んできたわが国

と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこ

と」とあり、その枠組みの中で「ふるさと学」が考えます。 

総理演説にあるように、美しい国づくりは地方の活力化、つまり地域分権と表裏一体で

す。「社会総がかり」は「地域ぐるみ」と言いかえられます。地域についての誇りや愛着は、

その地域の風土・伝統・文化・産業などの知識に裏打ちされなければなりません。地域の

よさを地域住民が知っていることが、子供たちがみずからを育む地域の自然、環境、伝統、

文化に注ぐ愛情を確実なものにする。地域ぐるみで学び合う、その総称が「ふるさと学」

です。 

その事例があり、好事例には、学校教育に生かせるものがあります。金沢学とか堺学、

薩摩学ですが、このような「ふるさと学」が全国のどの地域でも展開できるように積極的

に支援していかなければならない。 

全国各地に起こっているこの動きを、ネットワークで結んで、それによって「ふるさと

学」の全体の体系化をはかり、ふるさと学の全貌が見えるようにする。それは地に着いた、

地域に根ざした知識ですから、広い意味での日本を知るための日本学になる。 

ふるさと学を互いに学ぶにはどういうことをしていけばいいかですが、今、「ふるさと検

定」が行われております。小泉内閣のVisit Japanキャンペーンが奏功して、日本にお越し

になっている外国人の数が700万を超えています。2010 年にはおそらく 1,000万になる見

込みです。 

一方、日本人の国内旅行が伸び悩んでいます。つまり内外の訪問客の観光振興も兼ねて

京都検定や金沢検定などが行われており、京都検定については参考書も発行されて大変な

売れ行きを示しています。これらが互いに参照されて洗練されていけば、地域同士の共有

財産になって、安全で美しい地域づくり、国づくりの指針ともなり、子供に学ばせること

の意義が深まります。 

観光振興を兼ねてあちらこちらで学ぶことを「旅育」と呼ぶことができるでしょう。国

交省でそういう呼び方をしているようです。 

安倍首相が官房副長官時代に、7省の副大臣に声をかけられまして、都市と農山漁村との

往来をもっと盛んにすれば日本はオールライトになるということで、「オーライ！ニッポン

会議」が立ち上げられました。 

第１回の「オーライ！ニッポン大賞」は長野県の１等賞は飯田市で、毎年、全国の都会

から学生さんを数千人規模で受け入れて農村体験をさせています。このときの２等賞は武

蔵野市で、御承知の小学校・中学校の生徒さんに農村漁村留学を義務づけている。親元を

離れて農家で寝泊まりして農村体験をすることで子供の心がいきいきと輝く。その成果が

絶大で、これが今、義務づけられています。 

現代日本は、欧米諸国とも対等で、世界のあちらこちらから熱いまなざしで眺められて



いる、自他ともに認める先進国です。その結果、留学生の数も10万人を超えまして、外国

人の訪問客は遠からず 1,000 万人になる。日本は今、全世界の人々から学ばれる国に転身

しています。日本人は自分たちの国のことをよく知り、外国人の方々に日本をよく知って

もらうことが大事で、そういう動きの中から、民間で国際日本検定をはじめる動きがあり

まして、資料を今お配りします。英語と日本語での試験です。ホテル業界、通訳・ガイド

希望者などが対象です。 

日本文化の基礎は日本語ですが、日本語の試験として、国際交流基金がやっている「日

本語スタンダード」、これは外務省の管轄です。文部科学省の「EJU」、JETROの「ビジネ

ス日本語」。これらの試験がバラバラに行われているので、一本化することが大事です。 

「ふるさと学」の実践として食育も取り込んで考えることができます。日本食ブームで、

食中毒が起こると、生の魚介類は危険だという誤った認識がある。それはどうしてかとい

うと、取り扱いが知られないままだからです。 

日本料理アカデミーというのができて、外国語冊子もつくろうということで、校長先生

は、京都の有名な瓢亭という料理屋の店長の高橋さんですが、こういう人たちが食育に取

り組まれて、京都市内の小学校から全国に広げていく運動を始められている。 

一番の基礎は、かつおぶしとコンブでだしをつくって、子供たちと一緒に飲み比べて、

子供たちは皆、それを試食して、だしそれ自体がおいしいということで舌を磨くというか、

味覚を身につける。子供に本物の味をわからせるということがとても大切だということで、

これも地産地消とかかわるので「ふるさと学」の一環です。 

世界の中で自分たちのふるさとを見る目も養わなければなりません。日本各地には今、

たくさんの外国人の方々が居住されています。もちろん留学生もふえている。こういう現

実に照らしますと、さまざまな歴史・文化・伝統を背負った外国の方々のふるさとの心を

知ることも極めて大切だと思います。 

キリスト教徒、イスラム教徒、仏教徒、中国人も来ておりますので、そういう人たちの

心の形と、日本各地に生きている信仰とを照らし合わせて、それを子供たちに教えて、世

界の人々の心の形を学ぶ中で、日本の心の形を学ぶということも「ふるさと学」の課題に

なります。 

これに関連した資料を事務局で準備していただきましたので、事務局から、資料につい

て説明してください。 

○山中副室長  資料５が「ふるさと学」関連資料でございます。 

  1ページから 2ページは、今、川勝先生からございました「ふるさと検定」ということで、

秋田、江戸、金沢、京都が有名ですが、3ページに、いろいろな地域の「ふるさと検定」の

一覧も載っております。商工会議所あるいは教育委員会等、いろいろなところで「ふるさ

と検定」が行われている状況がおわかりかと思います。「地域学一覧」は山形県のホームペ

ージから取り出したものでございます。 

  5ページ以下が、今おっしゃられましたような地域のそれぞれの歴史とか文化を、地域の



プライド、誇りとして次世代につなげていこうという形で、どんな取り組みが行われてい

るかということについてまとめた資料が、国交省、文化庁、文部科学省にございますので、

それを御紹介したものでございます。 

6ページにありますように、いろいろな地域で、それぞれの地域の偉人・先人の行為、あ

るいは日新館の教え、会津藩の「ならぬことはならぬものです」というような、地域の教

えとか生活作法、歴史的な南部杜氏という誇り、あるいは神話・伝説、そういうものを題

材にして、7ページにありますように、例えば教育システムとして、学校に入る前はカルタ

とか童謡とか、絵本をつくるとか、学校教育の副教材として、それぞれの地域についての、

「後藤新平絵物語」とか「まんが小村寿太郎」という形でいろいろな教材をつくって、そ

れぞれの地域で教えていこう。 

あるいは 8 ページにありますように、オペラの「細川ガラシャ物語」をつくったり、支

倉常長の劇をつくったりという形でいく。あるいは観光パンフレット、観光としても使っ

ていくという、いろいろな形で、地域の伝統・歴史を踏まえた教育教材がつくられて、9ペ

ージにありますように、中江藤樹について教えるとか、いろいろな組織、人材がそれを守

り伝えたり、それによって住民の意識が高まる。また、「あいづっこ宣言」、日新館の教え、

「ならぬことはならぬものです」の NN 宣言というような形で、現在にアレンジしたよう

な形で行われたりということで、先人の教え、伝統というものが次世代に続けられている

という取り組みが挙げられております。 

最後の 2 枚は、教材費とか、いろいろ交付税措置されておりますが、こういう教材をつ

くる場合でも、県によってそれぞれ取り組みが違っている状況を予算の面で示したもので

ございます。 

○川勝主査  地域に根ざした教育につきまして、配付資料などを参考にしていただきなが

ら御議論をいただきたいと存じます。どなたからでも御発言ください。 

○義家委員  全国で町村合併がどんどん進んでいながら、古くから親しんだ町の名前が消

えている今だからこそ「ふるさと学」、ふるさとというものをそれぞれが意識しなければな

らない時代だと思います。そうじゃなければ本当にバラバラになってしまいます。 

私、日本全国に行きましたが、合併によって、ふるさとがなくなったわけじゃなくて名

前が消えただけですが、ものすごく大きなこだわりを持ちながら失望している方たちと何

人も話をしてきました。だからこそ学校を中心とした「ふるさと学」、地域を巻き込んだ「ふ

るさと学」を、学校を拠点に発信していくことがすごく大事だろうなと私自身は思います。 

私自身、長野県で育ったものですから、今は行われなくなってしまったんですが、長野

の教育というのは、いつも全員、「信濃の国」という歌を強制的に覚えさせられるんです。

私の年齢までの長野で生まれ育った人間は全員、「信濃の国」を歌うわけです。 

あの歌を教わったときは、何となく聞いていて、歌っていただけですが、美しい長野の

山々を今でも思い出す。あんなに広い長野県なのに、そこに出てくる松本、伊那、佐久、

善光寺とかさまざまな地域は、住んでいないところなのにすぐに頭に思い浮かぶ。 



これは横浜市歌です。私自身が横浜に 10年ぶりに帰って来たとき、最初にこの CDを買

ったんですよ。びっくりしたのが作詩が森鴎外、何だ、この横浜市歌というのはとんでも

なくすごいなと思いながら、学校のイベント場でどのようなものなのかということも、学

校を回ってみましたが、市歌を知らない子供たちもいっぱいいるわけです。森鴎外が作詩

した市歌を、なぜ君たちは知らないんだとびっくりする状態。市内の学校がみんなで歌う

ような歌にしようということを、今、教育委員として発信しているわけですが、「ふるさと

学」を考えたときに、わかりやすい象徴というものから始まるってすごく大事だと思いま

す。 

難しい地域の歴史を子供たちに云々というよりは、非常にわかりやすいシンボル、その

意味で、「信濃の国」とか「横浜市歌」とか、そういうシンボリックなものを愛着のスター

トに置くというのはすごく大事だなと私自身は思っています。そこから地域への探求、総

合学習を利用しての探求でもいいですし、が始まっていくのではないかなと。 

市町村合併の人が、合併した新しい歌をつくればいいのにと思うわけですが、もちろん歴

史があるからそんなに単純なものではないと思いますが、冒頭に言ったとおり、今、合併

がどんどん進められている中で、だからこそ、地域、学校を拠点とした「ふるさと学」の

創造というものは、今の日本に何よりも必要なことだと私は思います。 

○渡邉委員  「ふるさと学」について第３部会が話をすることは前から決まっていたこと

ですか。 

○川勝主査  合同会議のときに教育委員、学校の先生の養成とか教育の内容について、プ

ロジェクトX、大学院、9月入学、ふるさと学、つまり地域を根ざした教育をどうするかの

4つが第３部会のテーマということだったと思います。 

○渡邉委員  山谷補佐官にもお聞きしたいんですが、再生会議と中教審の位置づけという

か、同じことをやっていてもしょうがないわけで、僕の認識では、先ほど中嶋委員にもお

話ししていただきましたように、再生会議というのは仕組みを話していかないと、「ふるさ

と学」を話すんですかって、逆に、あれっと思ったんですが。 

○山谷総理補佐官  「ふるさと学」は学校でもやってほしいし、地域社会でもやってほし

いし、そういう意味ですべての、1、2、3にかかるテーマだと思います。予算のつけ方にも

関係してくるでしょうし。 

○渡邉委員  「ふるさと学」まで話すと、細かいことまで話し合いを続けていって、本当

にここでやるんですか、これから 10年続けるんですか、そんな質問が出てしまうんですが、

よかったら、「ふるさと学」をやることの意味を教えていただけたらありがたいです。 

○川勝主査  これは合宿のときに出ました。池田委員の第２分科会で、心の教育をどうす

るかということで、各人アイデアがあったら出せということで私が出したものです。そう

したら、それが生き残って、私は、こういうこともあるぐらいのつもりだったのですが、

合同分科会で、大学・大学院教育システムの改革、増大する先端知に対応した教育内容、

教員養成のあり方、3番目、大学入試、卒業制度の見直し、地域に根ざした教育と入りまし



て、合同分科会で皆様方の同意を得たという経緯です。 

ただ、僕もこれはどうかなと慎重に構えていました。しかし、きょう初めて資料を見せ

ていただいて、「ふるさと検定」が七つある。全部 21 世紀になってから起こっています。

2005年からで、一番古いのが京都です。急速に起きている。「地域検定一覧」を見たら 43

の地域がやっている。 

いつからか知らないけれども、おそらく市町村合併とか、阪神淡路大震災以降、町のこ

とは町の住民が守っていかなければならないという流れの中で町おこし、村おこしをやっ

ていく中で、商工会議所の人たちが地域の知識を体系化するためになさっている。 

「全国地域学一覧」を見ると 124 もあるでしょう。この数字の多さに実は驚いているん

ですよ。各地域がここまでやっているかと。 

たまたま金沢に行ったり、長崎に行ったり、薩摩に行ったりして、そこでそれを知らさ

れる、しかし、その人たちは、ほかのところで何をやっているか知らない。全国各地にこ

ういう動きが起こっているということは、学校の教育だけでは、学校の教科書で習う中身

だけでは、自分たちの地域の子供の教育として十分でない。自分たちも学びたいというこ

ともあって、いわば地域を挙げてこういう知的な運動が出てきているということを、とり

あえず我々としては知った上で、どうするかというのは皆さん、考えてください。 

○渡邉委員  応援しましょう、いいことですね、それ以外に言いようがないでしょう。 

○川勝主査  応援の仕方でも、副読本として使うとか、大学だって、立地しているところ、

例えば横浜国大と横浜市大がある、国大は国立だけど、市大は市立であれば、横浜市との

かかわりは当然大事です。各国立大学とも、地域に根ざした産学共同を模索しています。 

ですから、単純に子供たちに地域おこしをさせるだけではなくて、地域の産業おこしに

産学共同で、大学も今取り組んでいるという側面もあります。 

○品川委員  地域検定や地域学というのは地方取材していて感じますが、比較的かなり浸

透しているのではないかと考えます。地方の小学校に参りますと、総合学習の時間で指導

されていたりしています。 

学校の先生方は、すばらしい、効果があるとおわかりになるとすぐに取り入れる、進取

の精神に長けておられます。地元のメディアが応援したりもしています。ただ「ふるさと

学」と大学連携がどういうふうにつながるのかよく見えませんが、観光という視点とか、

地域の名士とか、地産地消を含めて、総合学習の時間にかなり入ってきているように感じ

ております。 

もちろん否定するものでは全くございませんのでぜひもっと広めていけばいいと考えま

すが、この会議ではもう少しほかにもっと制度的なこと、省庁を越えた連携などシステム

の話をしたほうがいいのではと考えております。 

○白石委員  「ふるさと学」を再生会議の中でどういうふうに位置づけるかということも

いろいろ議論があると思います。 

  この間、第１分科会が終わった後、記者会見に出まして、小野委員と私が話をして、学



力向上を第２弾として出すと言ったときに、ある記者の方から、学力を再生会議としては

どういうふうに捉えるんですかという御質問がありました。 

この場でお話しすべきなのか、運営会議でお話しすべきなのか少し迷ったんですが、今

議論している内容と若干、関連があると思ったので、あえてお話をしようと思いますが、

この会議はまだ、学力をどういうふうに捉えるか、きちんと文章化していないからそうい

う質問が出てきたのではないかと思います。 

リベラルアーツも身につけ、地域の知識もあって、文化素養的に幅広い知識を持ちつつ

専門性を追求するようなことを学力と呼ぶのか、海老名委員がおっしゃったように、意欲

とか礼儀作法も含めてトータルな人間像を語っていくのか、そういうことをきちんといま

まで世に出したことがないので、記者の方からも、「再生会議が目指している学力って何な

んですかね」っていう質問が出てくると思うんですよ。 

そのときに、「ふるさと学」が化けるかもしれないと先生がおっしゃったんですが、幼児

教育のときからやるのか、大学の中で、こういうものも生涯学習的に、エクステンション

センターみたいなものもありますので、そういうものを含めてやっていくのか、取り扱い

について相当議論があるところだと思います。 

ある段階で、再生会議として考えるべき学力はこういうものだ、そのためにどんなこと

を各年齢段階で身につけなければいけないかということを一度文章化しませんか。そうす

る中で、もっと小さいころから、自分の育った地域に興味を持とうとするのか、もっと大

きくなって時間的余裕が出て、団塊の世代なども含めて、こういうことによって地域活性

化ということと考えて教育を考えていくのか、相当取り扱いの仕方が変わってくると思い

ます。 

○川勝主査  今問題にされている学力は国際比較のなかでの学力ですね。そういう調査も

ありますでしょう。大学院レベルや、研究レベルだと明確に出てきます。しかし、大学か

ら、高校、中学、小学校へとおろしていくと比較は非常に難しいところがありますね。 

  美しい国づくりのために教育を再生する、教育再生の基礎は学力を上げること、しかし、

学力だけではなくて、人間力を上げるというふうに捉え直さないといけないということに

なりましたね。 

  美しい国づくりはたたずまいの問題でもあるわけですね。人間の心だけではなくて、日

本の国が美しい。したがって、安倍総理は内閣史上始まって以来、道州制担当大臣を置か

れたわけです。すなわち国の権限とか財源とか、おそらく人材も含めて地域におろしてい

くという姿勢を明確にされているわけですね。 

冒頭で引用したように、国の活性化、すなわち美しい国づくりをしていくには、地域の

活力を上げる以外にないと、同じ言葉を 2回言っておられる。9月 26日と 1月 26日に。

地域を活性化する一番の基礎は何か。人です。人はどうしたら活性化するか。全国一律に

数学ができるということではなくて、地域において元気になるということは、地域につい

てみなが知っていて、それぞれの地域の個性が伸びるということです。そこで地域を学ぶ



ことが出てくるわけです。美しい国づくりと地域おこしは表裏一体のものだという認識を

お持ちいただきたい。 

東京の人は東京のことをよく知っている、下町の人は下町のことをよく知っている、新

潟のことは新潟の人たちがよく知っているということですね。その特性を皆さんがわかっ

て、活力を引き出す、そうしないとこの国は元気にならない、「もう東京のまねをしなさん

な」とまで言っているわけです。中央の押しつけはもう捨て去るべきだと。この見識は大

したものだと思う。 

○白石委員  新潟の人が東京のことを勉強してもいいわけですよね。 

○川勝主査  「国が地方のやることを考え、押しつけるという戦後続いてきたやり方はも

はや捨て去るべきだと考えます」ということです。賛成です。 

  国が検定した教科書は学習しなければなりません、基礎学力として。しかし、それだけ

ではだめだから、地域のことは地域で責任を持ってやってくれと。どういうふうに責任を

持ちますか。山に来ている子と島に来ている子と、教えることが違ってきます。あるいは

寒いところ、雪の多いところと、珊瑚礁の多いところでは知るべき知識が違ってきますの

で、そういう意味で、地域についてしっかり知るということが地域の人材を育てることに

なる。これを差し当たって「ふるさと学」と言っています。 

○義家委員  やはり誇りなんですよね。自分に地域に対する誇りがないと地域の未来はな

いと思います。 

  あるテーマで、ラジオの番組をやったんですが、シャッター通り、駅前商店街が全部シ

ャッターになっている、これについて若者たちはどう思うんだと言ったら、若者が、シャ

ッターのままではよくない、そのために何をすると。そういうのも「ふるさと学」の一環

なわけです。 

  地域に誇りを持つからこそ、改正教育基本法にも「郷土を愛する」と明確に入っていま

すが、そこはある程度教育が担わないと、ただ、愛しなさいと漠然と言ったところで、そ

の内容が何なのかよくわからないわけですね。 

  「ふるさと学」は再生会議で議論すべきテーマの重要な一つだと私自身は思います。誇

りを持てる自分の地域、やがてはそこに帰って来て、その地域をまた発展させる礎、人材

になっていくわけですから。 

  仕組みづくりという話でいったら、どのようにしたら地域に誇りを持てるのかというこ

とについて話し合ってもいいし、仕組みづくり以外の提言として、再生会議から、こうい

う姿勢を、学校教育あるいは総合学習の中で持ちましょうというところを発信していって

もいいと思います。 

  「ふるさと学」、今これだけやっていますが、あるだけで浸透はしていない実感がありま

す。 

  例えば横浜だったら「横浜学を考える会」、私、教育委員ですが、知りませんよ。どこの

学校でやっているかといったら、 区や、学校の周りの歴史とかやっていますが、横浜につ



いては、横浜市教育委員会で神奈川検定を、神奈川県教育委員会が渡邉委員のところと一

緒にやっていますが、副読本を入手して見ましたが、先生方は知っているか、生徒は知っ

ているか、全く知りません。これが現実なわけです。 

  週に 1 時間の総合学習で何ができるのかというと、調べ物をして終わりなんですよね、

現実には。レポートは最後につくりますが。 

だからこそ、「ふるさと学」は、地域土曜学校も含めた膨らみを持たせた上での発信が必

要だと思います。これからリタイアして地域に戻っていくかもしれない団塊の世代たちが、

土曜学校の中で地域を語る、ふるさとを語るのも非常に重要だし、その意味では、地域土

曜学校にどのように生かすことができるのか。そこで総合学習的な役割を担うと、より基

礎学力を教える時間が月～金の中でふえていくわけです。そうすると、10％増というとこ

ろにもかなり具体的な提言、こういう学習については土曜学校で推し進めていくべきだと

いうような提言もできると思うので、今あるじゃないかという形でおさめないで、もうち

ょっと、いろいろな分科会とも連携していくところだと思うので、議論すべきだと思いま

す。 

○土居室長代理  事務局的には徳育の方法論、伝統文化とか道徳とか宗教教育とかみんな

入ってきますが、その方法論として、学力の問題がありましたが、知・徳・体ということ

で、どうしても学力というと知の側面が強くなるので、徳育の議論が挙がりました。徳育

の議論は別にやるんでしょうけれども、その一つの方法論として、こういうアプローチが

あるということと、もう一つは社会総がかり、総合学習でもやられていますが、教育委員

会だけじゃなくて、商工会議所みたいなところが検定をやったり、ホテル業とか観光業と

か、そういう産業と結びついて、地域の中で、学校教育現場でなしに社会総がかりでやっ

ている、そういうアプローチの方法と、二つの切り口があると思います。 

○海老名委員  10 日、少年院を訪れた後、町の酒造り、お酒をつくるところを案内してく

れたのが小・中学校の生徒さんたちだったんです。高齢者の方等が子供さんたちに地域の

特色などを教えて、それを学んだ子供さんたちがボランティアガイドとして案内してくれ

るんです。雨の降る中、一つずつ教えてくれて、私たちはそれを学びました。 

漠然とお酒のつくり方は知っていますが、けれども、改めて子供さんたちから詳しく教

わると、ああ、そういうものか、感心しました。子供さんたちがいきいきとそれを教える

んですね。これはいいなあと思いました。大人が素通りするように教えるよりも、子供た

ちが顔を赤くして一生懸命教えてくれる。とてもよかったと思います。 

これは地元の教育でございます。地元の人が子供たちに教えて、子供たちが地方からの

方に地元のよさを教えているんです。それがとても勉強になるなと思いました。 

もう一つ、私が住んでいる裏手に正岡子規先生のお宅がございます。地元の人は知りま

せん。ですから、地元の者が地元のことをきちんと教えなくてはいけないなと思います。

お年寄りがこれからどうしようというときに、若い人たちに教え込む、これが必要だなと

思います。 



○川勝主査  ありがとうございました。ほぼ時間が尽きましたので、最後に山谷内閣総理

大臣補佐官からお願いします。 

○山谷総理補佐官  大学の入口・出口、質の問題、「ふるさと学」の位置づけについて御意

見をありがとうございました。 

大学・大学院の問題は経済財政諮問会議、総合科学技術会議、イノベーション 25でも議

論されておりますので、教育再生会議としては、こちらの立場でしっかりと打ち出してい

ただきたいと思います。ありがとうございました。 

○川勝主査  ありがとうございました。ただいまをもちまして第７回第３分科会は閉会と

させていただきます。 

  最後に事務局から何かございますか。 

○山中副室長  次回の日程はまた調整させていただいた上で御案内させていただきたいと

思います。 

○中嶋副主査  学力の定義を文章化する必要がありますね。教育再生会議としては、学力

はこうだということを。 

○川勝主査  本日は御多忙のところありがとうございました。 

 


